
外壁基本色の
使用可能範囲

外壁強調色の
使用可能範囲

凡例

■図Ⅳ-35　色彩基準による使用可能色（目黒通り沿道低層部）（6）特定区域：目黒通り沿道の色彩基準

ア．色彩基準の考え方

・目黒通り沿道には、用途地域によって土地利用が異なるものの、低層部に商業施設があり、

中層部が住宅や業務施設となっている建築物が大部分を占めています。

・歩行者から見える街並み景観は、低層部の用途と色彩に大きく左右されており、一方車等か

ら見える街並み景観は、中層部の形態、意匠、色彩に左右されています。　

・上記のことから、低層部（高さ10mまで）と中層部以上については、色彩基準を分けて設定

します。

（ア）低層部

・目黒通りの特徴となっている石垣の色彩の調和を可能とするため、低い明度の色について、

使用することを可能とします。

（イ）中高層部

・中高層部の色彩基準は、用途地域に対応し、住宅地及び住工混在地・商業地の色彩基準に準

じたものとします。

イ．色彩基準

（ア）低層部

2以上8.5未満の場合

外壁基本色

強調色

0 R～ 4.9 YR

5.0 YR～ 5.0 Y

その他

4以下

8.5以上の場合 1.5以下

2以上8.5未満の場合 6以下

8.5以上の場合 2以下

2以上8.5未満の場合 2以下

8.5以上の場合 1以下

0 R～ 4.9 YR

5.0 YR～ 5.0 Y

その他

4以下

6以下

2以下

基準の適用部分 色相 明度 彩度

注）目黒通り沿道の石垣と色彩の調和を図るため明度の下限を広げて設定。

■表Ⅳ-��　使用可能色
①住宅地・住工混在地・商業地（高さ10ｍ以下の部分）
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5. 色彩に関する景観基準
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5. 色彩に関する景観基準



地域毎の自主的なルール策定

きめ細かい規制誘導が必要な地域一般の地域

地区計画で広告物に関する
ルール策定

東京都屋外広告物条例の許可基準に反映（地域ルール）

特定区域における屋外広告物に
関する景観形成基準策定

屋外広告物の表示に関
する共通事項による誘
導及び東京都屋外広告
物条例に基づく規制

図Ⅳ-36　屋外広告物誘導の流れ

6.  屋外広告物に関する方針

4以上8.5未満の場合

外壁基本色

強調色

0 R～ 4.9 YR

5.0 YR～ 5.0 Y

その他

3以下

8.5以上の場合 1.5以下

4以上8.5未満の場合 5以下

8.5以上の場合 2以下

4以上8.5未満の場合 1.5以下

8.5以上の場合 1以下

0 R～ 4.9 YR

5.0 YR～ 5.0 Y

その他

4以下

6以下

2以下

4以上8.5未満の場合

外壁基本色

強調色

0 R～ 4.9 YR

5.0 YR～ 5.0 Y

その他

4以下

8.5以上の場合 1.5以下

4以上8.5未満の場合 6以下

8.5以上の場合 2以下

4以上8.5未満の場合 2以下

8.5以上の場合 1以下

0 R～ 4.9 YR

5.0 YR～ 5.0 Y

その他

4以下

6以下

2以下

注）現行住宅地の色彩基準に準ずる。（P.115参照）

注）現行住工混在地・商業地の色彩基準に準ずる。（P.117参照）

基準の適用部分 色相 明度 彩度

基準の適用部分 色相 明度 彩度 （�）基本的な考え方
　屋外広告物は、景観に対する影響が大きく、地域の特性・景観の目標に応じた規制誘導が求め

られます。

ア．住宅地における屋外広告物

　住宅地の落ち着いた雰囲気を守るため、それを損ねるような色づかいや形状の屋外広告物は、

望ましくありません。近年では空き地が時間貸し駐車場となり、駐車場であることを示す明度

や彩度の高い看板や広告が掲出され、住宅地の景観を阻害している状況が発生しています。

　住宅地において屋外広告物を設置する場合は、広告物であっても過度に目立たないように、

その住宅地が基調とする色彩と調和する屋外広告物を誘導する仕組みをつくっていきます。

イ．商業地・業務地における屋外広告物

　商業地・業務地においては、その地域が目指している街の性格と屋外広告物の色彩やデザイ

ンが適合することが重要です。商業地・業務地であっても、落ち着いた雰囲気の地域やにぎわ

いのある地域など特色に応じた屋外広告物のあり方について、地域の合意とそれに基づく地域

のルールづくりを行っていきます。

ウ．幹線道路沿道における屋外広告物

　幹線道路沿道においては、屋上に設置する屋外広告物が大きな景観形成の要素となりますが、

設置に当たっては、形状、大きさや色づかいについて、設置者に過度にならないよう配慮を求

めていきます。

①住宅地　（高さ10ｍを超える部分）

②住工混在地・商業地　（高さ10ｍを超える部分）

（イ）中高層部

■表Ⅳ-��　使用可能色

■表Ⅳ-��　使用可能色
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